
生活困窮者を対象とした食料提供支援を行っております！！ 

当センターでは、生活困窮者の食料確保が困難となり緊急時の食料不足を解消する為に、

数日間過ごせる程度の食材を提供する生活困窮時食料等提供事業を展開しております。 

この事業は、多久市に居住する生活困窮者（生活保護世帯を除く）に対し、緊急的かつ一

時的に生計の維持が困難となった場合に、緊急的に食料を提供することにより当該世帯の

生活維持及び再建に向けた相談支援を推進することを目的としています。食料の確保につ

いては、社協だより等を通じて各企業や市民の方々に支援物資提供のご協力を募っており

ます。この事業に賛同し物資提供にご協力いただける方がおられましたら、センターまでご

連絡いただければ幸いです。 

また、窓口や相談対応される中で、当事業の対象と思われる生活困窮者の方がおられま

したら、当センターをご紹介ください。ご連絡いただければ、センターから相談者の自宅

まで、もしくは関係機関までご相談にお伺いを致します。お気軽にご相談ください。 

提供者                         事務局                         受益者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第１号（２０１７年１月発行） 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）からのお知らせです。 

 当センターでは、業務運営に関する適切な情報提供等を行い、関係機関と積極的な連携を図っていく為、

今後、定期的に広報誌を発行し、情報を発信していきたいと考えております。 

広報誌を通じ、当センターの事業の理解や周知に繋がれば幸いです。今後、益々の連携・情報提供の程、

よろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

生活困窮時食料等提供事業 フロー図  
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多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会） 

【ＴＥＬ】０９５２－７５－３５９３  【ＦＡＸ】０９５２－７５－６５９０ 

【相談時間】８：３０ ～ １７：００   ※休み…土・日・祝・年末年始 

北島（主任相談支援員）・松本（家計相談支援員）・木戸（自立相談支援員） 

各
企
業
・
個
人 

（
一
般
家
庭
・
農
家
） 

① 

② 


